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広島県告示第三百五十四号


　昭和五十二年広島県告示第四百六号（新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定）の一部を次のように改正する。


　　平成二十年四月一日

広島県知事  藤　　田　　雄　　山

　表の（注）中「広島県環境部環境対策局環境対策室」を「広島県環境県民局環境部環境保全課」に改める。







